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地方交付税と国庫支出金の等価性＊１

  本稿の目的は，地方公共団体における歳入の変化と歳出の関係を推計することによって

地方交付税と国庫支出金の機能を考えることにある。

　地方交付税は地方公共団体間の財源調整を目的とした使途の制約されない一般補助金で

あるとされている。一方，国庫支出金は特定目的の支出を奨励する，あるいは地方公共団

体が国の委託を受けた事業を行うためのものであり，財源の補完を目的とするものではな

いとされる。

  しかしながら，地方交付税についてはその配分根拠となる基準財政需要が地方公共団体

にとって支出制約となっており，特定補助金に近い性質を持っているのではないかと言わ

れている。他方，国庫支出金については人口基準や所得基準で見た場合に，所得や人口の

少ない地域ほど１人あたりの国庫支出金額は大きいという意味で，再分配効果をもってい

ることが実証されている。

  本稿では，このような議論や実証結果を踏まえて，中央政府が地方公共団体の支出にた

いして一定の制約を加え，それが有効であるとき，一括補助金（地方交付税）と特定定率

補助金（国庫支出金）が支出水準に与える影響に関して等価となる場合があることを，理

論モデルによって論証した。また，このとき，一括補助金と特定定率補助金の代替，一括

補助金と地方税の代替のそれぞれが支出に関して中立的であるための条件は異なることも

示された。

  次に，理論モデルで得られた仮説を検証するために，地方公共団体の歳入の変化が支出

水準に与える影響を，道府県別に集計された市町村データを用いて推定した。対象とした

支出は投資的支出と消費移転支出の二つである。推定対象期間は1983年度から1992年度の

10年間であり，各道府県を人口１人あたりの地方税と補助金を基準に７グループに分けて

各グループ毎に推定をおこなった。その結果，投資的支出に関して，補助金依存型の地域

では国庫支出金と地方交付税が等価であるという仮説は棄却され，地方税収の規模でみて

中位のグループではこの仮説を棄却できなかった。

  続いて，推定対象期間中の歳入と支出の推移を概観して，推定結果の解釈を試みた。そ

の結果，投資的支出に関して，地方交付税は国庫支出金に類似した性格をもつと同時に，

国庫支出金は地方交付税では対応できない地域間の所得再分配機能を補完しており，補助

金依存型の地域に投資的支出の形で所得再分配がなされているとの結論を得た。
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   （1996年４月)の参加者諸氏より貴重なコメントを頂いたことを記して，謝意を表したい。
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  このような国庫支出金による地域間の所得再分配は二つの点で問題があると考えられる

第一に，財源規模の小さい市町村においては投資的支出による所得再分配の結果，資本ス

トックの過剰蓄積という形で公共サービス生産の技術的非効率を発生させる可能性がある

第二に，支出制約が有効であるとき，地方公共団体は地域住民の選好と実際の公共支出の

間に乖離があってもこれを調整する手段を持たず，厚生の非効率が発生してもその会計責

任の所在を明確にできない。

  本稿で示した地方交付税と国庫支出金の相違点は，単なる財源調整の問題にとどまら

ず，さまざまな地方財政政策における歪みの原因となっていると考えられる。

  本稿の目的は，地方公共団体における歳入の

変化と歳出の関係を推計することによって地方

交付税と国庫支出金の機能を考えることにある。

　地方交付税は本来地方税収を補完，調整する

ものであり，その使途が限定されない一般財源

であるとする考え方が一般的である。しかしな

がら，いくつかの論点においてこのような考え

に異論が提起されている。第一に，地方交付税

はその配分根拠となる基準財政需要の算定過程

において綿密に各支出の単価計算を行った結果

として配分される。貝塚（1995）が言うように，

これが中央政府の求める標準的な財政需要とな

り，地方公共団体はこれに沿った形で財政支出

を決めているのではないかという懸念がある。

第二に，黒田（1986）で指摘されているように，

基準財政需要を算定する際の測定単位には例え

ば土木費や教育費のように過去の公共支出水準

に依存するものがあり，地方交付税は定率補助

金に類似した効果を持っているとする見解があ

る。

  一方，国庫支出金は特定目的の支出を奨励す

る，あるいは国の委託を受けた事業を行うこと

にその意図があり財源の補完を目的とするもの

ではないとされる。しかしながら，田平（1988）

によると都道府県，市町村における国庫支出金

の地域配分は人口基準や所得基準でみた場合に

逆進的であり，再分配効果を持つことが検証さ

れている。また基準財政需要を算定する際の単

位費用の計算過程において，国庫支出金が単位

費用の控除要因として含まれており，国庫支出

金と交付税は代替可能ではないかとも考えられ

る。

  もしも上述のような指摘が正しいとすれば，

地方公共団体の支出のかなりの部分は中央政府

によって決定されていることになる。そして，

一般的な財源調整機能を持つとされる地方交付

税と，特定の支出を促進させるための国庫支出

金は，支出水準に与える影響に関して等価にな

る。本稿では中央政府が地方公共団体の支出構

成について制約を加えたとき，地方交付税と国

庫支出金が等価となる場合について簡単に説明

した後，地方公共団体の歳入構造の変化が歳出

に与える影響を，道府県単位で集計した市町村

データをもとに推定する。これによって地方交

付税，国庫支出金の機能を検証したい。

  このために，以下の順序で分析を進めたい。

まず第Ⅱ節では，中央政府が地方公共団体の支

出にたいして制約を加えたとき，一括補助金と

特定定率補助金が支出水準に与える影響につい

て理論モデルを用いて分析する。第Ⅲ節では，

わが国の道府県別に集計された市町村データに

基づいて，歳入の組合せが変化したときの支出

の変化を推定し，地方交付税と国庫支出金の等

価性について検証する。第Ⅳ節では，推定対象

Ⅰ．はじめに
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期間における地方公共団体の歳入と歳出の変化

を概観することによって，前節で得られた結果

の解釈を考える。最後に，分析のまとめと政策

的含意を記してむすびにかえる。

  いま，２種類の公共支出が存在し，ある地方

公共団体の公共支出に関する選好が，以下のよ

うな効用関数で表されるものとする。   このような設定では，標準的な理論が言うよ

うに定率補助金と一括補助金の支出水準に与え

る効果は異なる。また，地方税と一括補助金の

効果も，(2)式のような財政調整方式のもとでは

地方税収の変化の一部分が一括補助金に吸収さ

れるため，異なったものとなる。

  次に，ある支出が制約されている場合を考え

る。例えばＧ１の支出水準が z に制約されてい
るとしよう。そのとき，(5)式の支出関数は以下

のような制限付き支出関数に書き換えられる。

  地方公共団体の収入は地方税，一括補助金

（地方交付税），特定定率補助金より構成され

ていると考える。地方公共団体は地方税の税率

や課税ベースに関して自由に選択することはで

きないと仮定する。地方税と一括補助金の関係

は我が国の財政調整制度を考慮すれば以下のよ

うに定式化できるであろう。

制限付き支出関数は以下のような性質を持つ

（下つき添え字で当該変数に関する偏微分を表

す）。上式でＢは一括補助金，Ｔは地方税を表す。ま

た， G １，G ２は中央政府が想定する財政需要(基

準財政需要)を表し，γは基準財政収入の算定

に組み入れられる地方税収の比率である。そし

てＧ１にたいしてＭだけの定率補助金が(1－

p）の補助率で支出されているとすれば，中央政
府の予算制約は以下のように表される。

  前節で述べたように，基準財政需要の算定が

地方公共団体の標準的な支出を表すものであ

り，地方公共団体がこれに沿った支出を求めら

れているのであれば，このような制約が有効な

状況にあることも十分に考えられる。また，留

保財源などの実質的な地方税収についても制約

が課されている可能性を考慮するために以下の

ような支出制約式を考える。

地方公共団体が最適な支出決定をおこなうと

き，その収支均衡条件は，以下のようになる。

上式左辺は支出関数で次式のように定義される。 上の式は地方公共団体のある項目の支出水準に

Ⅱ．分析の枠組み
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関する上限と下限を表している。つまり，地方

公共団体の補助金を除いた実質的な支出水準

が，基準財政需要額を最低限度として，さらに

実質的な税収を財源とする基準財政需要額を超

える部分についても制約が課されることを意味

している。例えばβ1＝β2であれば，当該支出

に関する自由度は全くない。またβ 1＝ 1，

β2＝０であれば基準財政需要を超える部分につ

いては地方公共団体の裁量的判断によって支出

配分が決定される。

  このような制約は，地方公共団体の選好と中

央政府が望ましいと考える支出水準の間に大き

な乖離があるときには有効となりやすい。また

(7)式からわかるように，あるβ1，β2，γのもと

では地方税収の規模が小さくなるに従って，実

質的な支出水準は G 1に近づき，地方公共団体

の裁量の余地は小さくなる。地方公共団体の最

適化行動の結果，上の制約式が強不等号で成り

立つような，制約が有効でない場合には，(4)式

と同様の議論が可能である。一方，制約式が有

効なケースでは，容易にわかるように以下の結

果が成立する。

であり，当該支出の水準は変化しない。つま

り，制約条件が有効なとき，特定定率補助金の

一般財源化は，それが実質的に特定定額補助金

となっている限りは，支出水準を変化させるこ

とはない。

  次に，実質的な税収の増加を相殺するような

一括補助金の減額の場合を考える。このような

すなわちこの場合には，地方公共団体にとって

は価格（補助率）＝限界代替率という関係が成

立せず，歪みが発生していることになる。

  このような，通常の財政収支上の制約に加え

て(8)式で表される個別支出に関する制約が有効

であるときに，財源の代替が支出水準に与える

効果を検討する。まず最初に，中央政府の支出

を一定に保つような定率補助金から一括補助金

への代替を考える。このような代替は中央政府

がわかる。すなわち，中央政府が地方公共団体

の支出水準に関して地方税収も含めて制約を課

している場合には，実質的な地方税収と一括補

助金は等価である。

  以上をまとめると，一括補助金が地方公共団

体の支出水準に与える影響は，第一に，支出水

準に関する制約条件が有効であるか否かによっ

て異なる。個別の支出水準に関する制約条件

は，中央政府と地方公共団体のそれぞれが考え

ている財政需要に大きな乖離がある場合，もし

くは地方税収の規模が相対的に小さい場合に有

効となりやすい。第二に，どのような財源と代

替されたかによってもその効果は異なってくる。

すなわち，制約が有効なときに，一括補助金と

特定定率補助金の代替，一括補助金と実質的地

方税の代替のそれぞれが中立的であるための条

件は異なる。

  このような視点にたち，本稿では地方公共団

体の支出と歳入の関係が以下のいずれの形で表

されるかを検討する。1)

地方公共団体の支出が(9a)式のような形で表さ

れる場合には，地方税，国庫支出金と地方交付

1)  理論モデルでは特定定率補助金の補助率を変化させたときの効果を考えているが，次節以下の実証分析

  では，観察可能性な値として補助率が変化した結果として生ずる補助金額の変化を対象として分析する。
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税は異なった性格を持っており，地方交付税と

地方税の使途には制約が課されていないと考え

ることができる。(9b)式のような形で表される

場合には，その支出水準に制約が課されてお

り，地方交付税と国庫支出金は等価であると考

えられる。(9c)式が成立する場合には，地方税

と交付税は等価である。

Ⅲ．推定結果

  本節では，推定のために用いられた原データ

とその加工，そして(9)式の推定結果について論

ずる。

  推定の対象とした地方公共団体は東京都以外

の各道府県に属する市町村であり，道府県単位

で集計されたデータを用いる。歳出・歳入に関

する原データは『地方財政統計年報』の各年版

に拠っている。以下の分析では主として人口１

人あたりの値を用いるが，人口は各年度末現在

の住民基本台帳人口を利用している。そして

1983年度から1992年度までの10年間のデータを

ＧＤＰデフレーター(1985年基準)を用いて実

質化した上でプールして推定を行った。支出は

投資的支出（普通建設事業費・災害復旧事業費

・失業対策事業費）と消費・移転支出（人件費

・物件費・維持補修費・扶助費・補助費）の二

つに分けて推定した。

  前節のモデルで支出に関する制約が有効とな

りやすい要因のひとつとして地方公共団体の地

方税収の規模を指摘した。このことを考慮する

ために，各都道府県別のデータを人口１人あた

りの地方税収と地方交付税+国庫支出金の各年

度の値を指標としてクラスター分析をおこない

7グループに分類した。2)そして1人あたりの地

方交付税額の単純平均値が低い順にグループ

１，２，...，７とした。この結果得られたグ

ループ分けと推定のもとになるデータの概要は

表１に示されている通りである。

  これをみると１人あたりの各グループの平均

2)  具体的には，各データ間の類似度を標準化された平方距離で定義し，ウォード法を用いて分類を行っ

  た。

的な投資的経費の水準は，おおむね下位グルー

プの方が高いことがわかる。消費・移転支出に

ついては，もっとも高い水準を示しているのは

グループ７であるが，投資的経費ほど明確な傾

向はみられない。また両者の変動係数の値を比

較すれば，消費・移転支出の方がその値は小さ

くグループ内のばらつきも低いことが観察され

る。

  歳入関係のデータについてみれば，地方交付

税の水準と地方税の水準に関するグループ間の

順位は前者の水準が高いほど後者の水準が低い

という形でほぼ対応しているが，グループ２，

３の順位はそれぞれの大きさで順位をつけた場

合に入れ替わる。

  国庫支出金については，投資的支出充当分は

グループ１，２が他のグループよりも低く，最

も高いのはグループ７である。国庫支出金の消

費・移転支出充当分については，平均値でみて

最も高い水準を示しているのはグループ３であ

る。

  各項目のグループ内のばらつきを変動係数で

みれば，地方税のそれに比較して地方交付税，

国庫支出金のばらつきが大きいことが観察され

る。

  このグループ化されたデータに基づいて(9)式

を以下の形に特定化して係数の推定をおこなっ

た。
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表１　グループ別データに関する統計



地方交付税と国庫支出金の等価性

- 7 -

ここでＧ i は第 i 地方公共団体の支出額(投資
的支出もしくは消費・移転支出)，Ｂ i 地方交

付税額，Ｍ i はそれぞれの支出に充当された国

庫支出金額，Ｔ iは地方税収であり，いずれも人

口１人あたりの値である。またε i は撹乱項で

ある。この推定結果は，投資的支出については

表２，消費・移転支出については表３に表され

ている。

  この推定された係数に関して，α1＝α2およ

びα1＝α3という仮説をＦ検定により検定する

ことを試みた。その結果は，表４，表５に示さ

れている。

表２　推定結果（投資的支出）

表３　推定結果（消費・移転支出）

表４　投資的支出の係数の同値性に関する検定結果（Ｆ値）
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表５　消費・移転支出の係数の同値性に関する検定結果（Ｆ値）

  これらの結果について投資的支出からみてい

く。まず，第１グループでは地方税に関する係

数のみが有意であり，他はゼロであるという仮

説を棄却できない。これはグループ内の地方公

共団体に交付税の不交付団体が相対的に多く含

まれているためだと考えられる。また，グルー

プ６については地方税に関する係数の推定値が

有意でない。

  各項目に関する係数をグループ間で比較すれ

ば，国庫支出金の係数は２，３，６の各グルー

プで相対的に大きく，グループ４，５で小さい。

地方税に関する係数は下位グループでは補助金

と比較して小さく，交付税については第１グ

ループを除けば下位グループが大きくなってい

る。

  係数の同値性についての検定結果をみれば，

地方税と地方交付税に関する係数が同値である

という仮説を棄却できないのは，グループ１，

３，４である。また地方交付税と国庫支出金が

同値であるという仮説を棄却できないのは，グ

ループ１，４，５である。結果として，いずれ

の仮説も棄却されるのはグループ２，６，７で

ある。

  次に，消費・移転支出の結果を要約しておく。

係数の推定値に関してはグループ２の国庫支出

金，グループ３の交付税，グループ６の国庫支

出金と地方税に関する係数が有意ではない。各

グループ間で係数の大きさを比較すれば，国庫

支出金に関する係数はグループ１，３，４，５

で比較的大きい。地方交付税についてはグルー

プ１が最も大きい。地方税については係数の大

きさはグループ６で最も低いがそのグループ間

での差異は比較的小さい。

  係数の同値性については，α１＝α2という仮

説を棄却できないのがグループ１，２，３，

６，７であり，α1＝α3という仮説を棄却でき

ないのは３，５，７の各グループである。そし

ていずれの仮説も棄却されるのはグループ4の

みである。

  投資的支出と消費・移転支出についての推定

結果を比較すれば，交付税と地方税に関する係

数の各グループ間での大きさは，両方の推定で

類似している。但し，グループ４，５，６，７

では交付税に関する係数は投資的支出の方が大

きいが，地方税に関する係数は消費・移転支出

の方が大きい。国庫支出金に関する係数は投資

的支出ではグループ４，５が相対的に小さいの

に対して，消費・移転支出ではグループ３，

４，５といったグループの係数は相対的に大き

い。

  推定式の説明力に関して単純な比較は出来な

いが，全体に投資的支出の方がＲ２でみた説明

力は低くなっている。これは投資的支出につい

ては他の地方債等の財源もあるためと思われる。

  次節ではこれらの結果について，推定期間中

の歳入，歳出の変化と対応させながらその意味

を考えていきたい。
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Ⅳ．推定結果の解釈

  第Ⅱ節のモデルによれば，地方公共団体の支

出制約が有効となりやすいのは，中央政府と地

方公共団体のそれぞれが意図している支出水準

に大きな乖離があるとき，そして地方税収が相

対的に低い場合であった。また，ある財源がど

のような財源と代替されたかによっても歳出に

与える効果は異なることを論じた。すなわち，

地方公共団体の歳入の組合せ，Ｒ＝(Ｂ，Ｍ，Ｔ)が

変化したときの投資的支出(ＧＩ)と消費・移転

支出(ＧＣ)の組合せ，Ｇ＝(ＧＩ，ＧＣ)の変化を検証

することが本稿の課題であった。近年の地方公

共団体における歳入構成の変化は，金澤(1994)

や中井(1988)で詳細に検討されているように国

庫支出金の縮小とこれの地方交付税による代替

で特徴づけられるが，本節では推定対象期間の

歳入と歳出の時系列的な変化をグループごとに

概観し，これと前節の推定結果を合わせて考え

ることによってその解釈を試みたい。

  図1は推定対象期間中の３年毎(1983，1986，

1989，1992の各年度)について１人あたり地方

税収と地方交付税＋国庫支出金の各グループの

平均値(実質額)を散布図に表したものである。

また図２は１人あたり投資的支出と消費・移転

支出について同様に図示したものである。歳入

図1　歳入の変化
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図２　支出の変化

と支出の変化は，その構成比の変化と，各項目

の大きさの変化に分けて考えることができる。

まず，歳入を補助金と税収に分けてその構成比

の変化をみるために，1983年度と1992年度の歳

入の組合せの変化の程度を，

出との間でみたものが図４である。そして推定

対象期間における実質額でみた各歳入の年率換

算での平均変化率が表６にまとめられており，

支出について同様の数値が表７に示されている。

  これより以下のことが観察される。まず，歳

入については，グループ１からグループ５まで

は地方税が相対的に増加する方向で歳入の構成

が変化していること，そして特にグループ１，

２ではその程度が高いことが見て取れる。

  また，全体に国庫支出金の水準が一定もしく

は低下する中で，おおむね下位グループほど１

人あたり地方交付税の増加は大きくなっている

ことが観察される。このことを確認するために

各グループの１人あたり地方交付税と国庫支出

金の組合せを散布図に描けば図５のようになる。

また地方交付税と国庫支出金の構成比の変化を

先と同様の指標でみれば，図6のようになる。

と定義してこの値をみたものが図３である。こ

こで，左辺の第２項の分子は二つのベクトルの

内積であり，分母は各ベクトルのノルムの積を

表す。θは二つのベクトルがなす角である。こ

の指標は両年度の歳入構成比が一致している場

合はゼロとなり，完全に異なる場合には１とな

る（図では見やすいように地方税の歳入比率が

低下した場合にはマイナスをつけて示してい

る）。同様の指標を投資的支出と消費・移転支
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図３　地方税と補助金の構成比の変化（1983年度と1992年度）

図４　支出構成比の変化（1983年度と1992年度）
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表６　歳入の変化率（1983年度から1992年度における平均変化率）

表７　支出の変化率（1983年度から1992年度における平均変化率）

図５　地方交付税と国庫支出金の変化

  これらの結果を総合すれば，グループ１，２

では国庫支出金，地方交付税から地方税への歳

入構成の変化が生じていたこと，そしてグルー

プ３，４，５では国庫支出金から地方交付税へ

の変化が生じていたこと，グループ６，７では

国庫支出金，地方税から地方交付税への変化が

生じていたことがわかる。また表６より国庫支

出金の減少は主として投資的支出について生じ
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図６　補助金の構成比の変化(1983年度と1992年度)

ており，その程度はグループ２，４，５で特に

大きかったことがわかる。

  次に，歳出の変化を図2でみると，グループ

４から７の各グループでは1983年度から1986年

度にかけて投資的支出が減少していたことがわ

かる。一方，グループ１から３ではこの期間の

投資的支出は微減もしくは増加している。推定

期間を通じた平均の変化率でみてもこれらのグ

ループの投資的支出の増加率は高い。消費的支

出についてはグループ間の差異を特徴づけるよ

うな明確な関係を見いだすことはできない。歳

出の組合せの変化をみれば，グループ１，２，

３では投資的支出が相対的に高くなっており，

他のグループではその変化は比較的小さいこと

がわかる。

  以上をまとめると，グループ１，２では投資

的支出に対して国庫支出金から地方税への歳入

の代替が生じていたこと，そしてその過程で支

出における投資的支出への移行が観察される。

グループ４，５では投資的支出において国庫支

出金から地方交付税への代替が生じていたこ

と，そして支出面での変化は小さかったことが

わかる。グループ６，７では地方税，国庫支出

金から地方交付税への代替が生じており，その

中で相対的な支出構成に関する変化は小さかっ

たことが観察される。

  これらの歳入，支出の推移と前節での推定結

果を考えあわせれば，以下のことが言える。第

一に，投資的支出に関して，地方交付税は国庫

支出金に類似した性質を持つと考えられる。こ

のことは歳入の国庫支出金から地方交付税への

変化が顕著にみられるグループ４，５では地方

交付税と国庫支出金が等価であるという仮説を

棄却できなかったことから推論される。

  第二に，投資的支出に関する中央政府の支出

制約は，それが有効である地方公共団体におい

ては上限制約が有効となっていると考えられる。

なぜならば，投資的支出に関して制約が有効で

ないと推定されたグループ２や，もっぱら地方

税収によってその支出水準が決定されているグ
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ループ１では，国庫支出金から地方税へと歳入

の組合せが変化する中で消費・移転支出から投

資的支出への支出構成の変化がみられるからで

ある。

  第三に，投資的支出に関して国庫支出金は地

方交付税を補完する機能を果たしていると考え

られる。すなわち，地方交付税がその使途が限

定された特定補助金としての性格を持つ一方

で，国庫支出金は地方交付税では対応できない

地域間の所得再分配機能を補完していると考え

られる。このことは，各グループ間で国庫支出

金が投資的支出に与える影響が異なり，下位の

グループ６，７では投資的支出に関して地方交

付税にかかる係数とその他の係数が同値でな

く，国庫支出金の係数が地方交付税の係数より

も大きいことからわかる。また，グループ２，

３についても同様の結果が見いだされるが，こ

のことは地方交付税の水準が相対的に低いこれ

らの地域においても地方交付税による地域間所

得再分配が不十分でこれを国庫支出金が補完し

ていると考えられる。

  但し，これらは投資的支出と消費・移転支出

という大きな分類のなかで比較して得られた推

論であり，さらに検証が必要である。また，消

費・移転支出に関しては係数推定値に有意でな

いものが相対的に多く，推定期間を通じた観察

からも意味ある推論を引き出すことは困難であ

る。したがってこれらの支出については別の接

近法による推定が必要となろう。

  最後に以上の結果を踏まえてまとめを記する

ことにしたい。

Ⅴ．まとめ

  本稿の目的は，地方公共団体における歳入構

成の変化が各歳出項目にどのように影響するか

を考察することにあった。特に，地方交付税と

国庫支出金の歳出に与える効果を推定すること

によって，これらの補助金が相互に代替的であ

るか否かを検証した。

  そのために，本稿では支出制約モデルを提示

し，支出水準に制約が課されている場合に地方

交付税と国庫支出金の支出に与える効果が等価

であることを示した。さらに支出関数を推定

し，この等価性を実証的に検証した。

  その推定結果と解釈については前節で述べた

とおりであるが，まとめると，第一に補助金へ

の依存度が高まるにつれて，支出に関する地方

交付税と国庫支出金の効果は異なってくるこ

と，第二に，その差異は投資的支出に関して顕

著であることが言える。

  この観察結果はこれまでの実証分析によって

説明できそうである。まず，地方交付税が地域

間の財源再分配効果を持つことはよく知られて

いるが，さらに田平（1988）が検証したように国

庫支出金も再分配の機能をもっている。もしも

地方交付税が完全な再分配の手段として機能し

ているならば，これと国庫支出金とは完全な代

替関係にあり両者の効果は等しくなるはずであ

る。

  しかし，地域間再分配機能が地方交付税のみ

ならず国庫支出金によって補完されているなら

ば，補助金に依存している地域ほど国庫支出金

の変化に敏感に反応するであろう。例えば，目

標の再分配の逆進度が設定されたとして，地方

交付税制度の再分配効果が小さいか或いは硬直

的な場合，国庫支出金によって補完されること

が必要となる。この場合には財政基盤の脆弱な

地域においては，支出は地方交付税よりも国庫

支出金の変化に対して敏感に反応するであろう。

  ただし，上述のように，国庫支出金が再分配

のために伸縮的に利用されているとしても，そ

の支出が必ずしも地域厚生に関して効率的に配

分されているとは言えない。
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　例えば表１を見ると補助金依存型の地域ほど

投資的支出が高く，その支出に対する国庫支出

金の割合も高い。すなわち，国庫支出金による

投資的支出の増加により再分配が進められてい

ることがわかる。

  しかしながら，國崎・中村（1994）で明らかに

されたように，財源規模が小さい市町村ほど相

対的に公共サービスの生産非効率は大きく，特

に資本ストックの過剰蓄積が非効率の原因であ

ると考えられている。したがって国庫支出金に

よる再分配は地方公共団体の財政支出を維持す

るという役割はあっても，実質的な地域住民の

厚生水準からみれば，その効果は生産の非効率

によって弱められているといえる。

  さらに，第Ⅱ節のモデル分析からも明らかな

ように，地方公共支出にたいして，中央政府が

何らかの制約を課すことは，地方公共団体が中

央政府の事実上の管理下にあることを意味する。

このような状況では，地方公共団体はたんなる

中央政府の代理人であり，地域住民の選好と実

際の公共支出との間に差異があってもそれを調

整する手段をもたない。

  この問題を中井（1994）で指摘されている会計

責任と関連づけていえば，制約された補助金制

度のもとでは，地方公共団体の裁量の余地が少

ないために，厚生の非効率が発生してもその会

計責任の所在を明確にすることができないこと

になる。

  以上のように，本稿で示した地方交付税と国

庫支出金の相違点は財源調整の結果にとどまら

ず，さまざまな地方財政政策における歪みの原

因となっていると考えられる。
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